
 

 

 

 

 

平成２４年度補正予算による 

地域医療再生計画について 

 

 

資料３ 



○ 災害時の医療の確保事業 
  「南海トラフの巨大地震に関する津波高、被害想定」（24年8月29日内閣府）に対応するた 
 めに必要となる医療機関の施設整備費の増（自家発電装置の上層階設置等） 
 
○ 医師確保事業 
  医学部の地域枠定員の増員（H22：313人⇒H25：476人）に伴い必要となる修学資金の増 
 
○ 在宅医療推進事業 
  25年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等 
 を明記すべきとされたことに対応するために必要となる事業費の増（研修費等） 
                                        など 

○ 具体的な事業例 

地域医療再生臨時特例交付金の拡充 

○ 目 的   
  地域医療再生計画に基づく事業を遂行していく中で、計画策定時 (平成22年度)以降に 
 生じた状況変化に対応するために生じる予算の不足を補うため、都道府県に設置された 
 基金を拡充するもの。  

H24補正 

○対象地域 ４７都道府県全域 
○対象事業 平成２５年度末までに事業を開始するもの 
○予 算 額 ５００億円 
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